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訪
問
看
護
師
が
所
属
す
る
と
こ
ろ
を
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
い
、
市
立
病

院
で
は
米
谷
病
院
と
豊
里
病
院
に
そ
れ
ぞ

れ
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
米
谷
病
院
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、

主
に
東
和
町
域
や
中
田
町
域
を
担
当
し
て

い
ま
す
。
豊
里
病
院
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
は
、
豊
里
を
拠
点
に
、
登
米
診
療

所
や
よ
ね
や
ま
病
院
、
佐
沼
病
院
に
事
務

所
を
持
ち
、
訪
問
看
護
を
行
っ
て
い
て
、

民
間
の
事
業
所
１
カ
所
を
合
わ
せ
た
３
つ

の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
、
市
内
全

域
を
カ
バ
ー
し
て
い
ま
す
。

　
往
診
・
訪
問
診
療
、
訪
問
看
護
は
、
そ

れ
ぞ
れ
診
療
報
酬
と
し
て
、
医
療
行
為
の

　
時
間
・
３
６
５
日

２４在
宅
患
者
の
安
心
を
確
保

　
市
立
病
院
で
は
、
登
米
診
療
所
と
上
沼

診
療
所
が
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
と
し
て
、

自
宅
で
療
養
し
て
い
る
人
を
支
え
る
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
在
宅
療
養

支
援
診
療
所
は
、
　

時
間
・
３
６
５
日
、

２４

医
師
や
看
護
師
へ
、
い
つ
で
も
連
絡
で
き

る
よ
う
な
体
制
を
取
り
、
在
宅
患
者
の
緊

急
時
に
備
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
在
宅
医
療
を
支
え
る
取
り

組
み
と
し
て
、
医
師
が
患
者
の
求
め
に
応

じ
て
自
宅
へ
出
向
き
、
診
療
を
行
う
往
診

と
医
師
が
定
期
的
に
自
宅
を
訪
問
し
、
診

療
を
行
う
訪
問
診
療
が
あ
り
ま
す
。

　
往
診
と
訪
問
診
療
の
違
い
は
、
患
者
の

自
宅
に
行
く
予
定
が
あ
っ
た
か
、
予
定
外

の
訪
問
だ
っ
た
か
の
違
い
に
な
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
医
師
の
診
断
の
結
果
治
療
が

必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
自
宅
へ
看
護

師
が
訪
問
し
、
看
護
を
行
う
訪
問
看
護
と

い
う
サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま
す
。

在
宅
医
療
を
受
け
た
際
の

自
己
負
担
は
？
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地
域
医
療
の
現
場
に
は
、
患
者
と
家
族
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
、

多
様
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
と
し
て
在

宅
医
療
が
あ
り
ま
す
が
、
在
宅
で
の
医
療
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ

ま
な
医
療
提
供
体
制
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
月
号
で
は
往

診
・
訪
問
診
療
・
訪
問
看
護
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

隔
月
連
載
　
第
２
回

利　用　者　負　担　額

４２５円３０分未満

介護保険
830円３０分～６０分未満

1,198円６０分～９０分未満

その他サービスによって加算されます。

医療保険の負担割合によって負担額が
違いますので、サービスを受ける際に、
訪問看護ステーションにお問い合わせ
ください。

医療保険

【表１】　
実
際
に
、
訪
問
看
護
や
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
（
機
能
訓
練
）
を
受
け
る
こ

と
に
な
れ
ば
、
訪
問
看
護
師
や
作
業
療
法

士
が
ご
家
庭
を
訪
問
し
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
問
診
や
身
体
チ
ェ
ッ
ク
（
血

圧
測
定
や
体
温
測
定
）
を
し
て
、
体
調
の

自
宅
で
も
点
滴
や
機
能
訓

練
が
受
け
ら
れ
ま
す

値
段
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
訪
問
の
時

間
帯
や
診
療
時
間
、
病
状
に
よ
る
管
理
加

算
に
よ
っ
て
、
患
者
が
支
払
う
べ
き
自
己

負
担
に
も
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
訪
問
看

護
の
１
回
あ
た
り
の
負
担
額
は
、
お
お
む

ね
【
表
１
】
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
薬
剤
費
な
ど
は
別
と
な
り
ま
す
）

　
年
齢
や
病
気
の
種
類
に
関
係
な
く
、
自

宅
で
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
さ
れ
る
す
べ

て
の
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

医
師
の
指
示
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

お
近
く
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

訪
問
看
護
を

受
け
る
た
め
に
は
？

　
訪
問
看
護
は
、
医
師
の
指
示
書
を
も
と

に
し
て
、
患
者
や
家
族
の
意
向
を
聞
き
、

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や
頻
度
が
決
め
ら
れ
ま

す
。
看
護
師
は
決
め
ら
れ
た
間
隔
で
患
者

の
自
宅
を
訪
問
し
て
処
置
を
行
い
ま
す
。

　
多
く
の
場
合
、
週
１
回
程
度
の
間
隔
で

訪
問
し
ま
す
が
、
必
要
に
応
じ
て
毎
日
訪

問
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

ど
れ
く
ら
い
の
頻
度
で

訪
れ
て
も
ら
え
ま
す
か
？

　
患
者
の
家
族
の
負
担
軽
減
が
大
き
な
メ

リ
ッ
ト
で
す
。
入
院
し
て
い
る
と
き
は
、

看
護
師
が
常
に
観
察
し
て
い
る
と
は
い
え
、

患
者
の
世
話
な
ど
で
家
族
も
病
院
へ
行
く

こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
患
者
が
自
分
の

側
に
い
る
た
め
、
そ
う
し
た
こ
と
も
な
く

な
り
ま
す
し
、
家
事
を
し
な
が
ら
患
者
の

お
世
話
も
で
き
ま
す
。
患
者
も
家
族
が
周

り
に
い
る
こ
と
で
安
心
で
き
る
こ
と
も
メ

リ
ッ
ト
で
す
。

　
ま
た
、
訪
問
看
護
師
が
患
者
や
家
族
と

主
治
医
の
間
に
立
ち
、
病
院
や
診
療
所
と

の
パ
イ
プ
役
に
な
る
こ
と
も
メ
リ
ッ
ト
の

一
つ
で
す
。

訪
問
看
護
を
受
け
る

メ
リ
ッ
ト
は
？
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相談・
ケアプラン作成

→

変
化
を
確
認
し
ま
す
。

　
そ
の
後
、
医
師
か
ら
指
示
の
あ
っ
た
医

療
処
置
（
点
滴
や
吸
引
な
ど
）
や
ケ
ア
プ

ラ
ン
に
沿
っ
た
自
宅
療
養
上
の
介
助
（
清

拭
や
洗
髪
な
ど
）
を
行
っ
た
り
、
自
宅
を

安
全
に
歩
行
で
き
る
よ
う
に
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
、
最
後
に
経
過
と

訪
問
時
の
様
子
を
カ
ル
テ
に
記
録
し
ま
す
。

　
患
者
の
症
状
に
よ
っ
て
、
医
師
か
ら
の

指
示
も
違
う
た
め
、
処
置
に
要
す
る
時
間

は
異
な
り
ま
す
が
、
滞
在
時
間
は
　
分
ぐ

４０

ら
い
で
す
。

　
病
状
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
場
合
な

ど
は
、
主
治
医
と
連
絡
を
取
り
、
指
示
を

受
け
ま
す
。
ま
た
、
担
当
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
と
連
携
を
と
り
合
い
な
が
ら
日
常

生
活
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
医
療
局
医
療
管
理
課
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画
係
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２１

自宅で点滴を受けることができます

　訪　問　看　護　サ　ー　ビ　ス　の　概　要

・床ずれなどの予防・処置
・カテーテルなどの管理
・そのほか医師の指示による医療処置

診療の補助
（医師の指示による）

・病状、障害の観察
・清拭、洗髪など
・排せつなど日常生活の世話
・ターミナルケア
・リハビリテーションなど

療養上の世話

・本人や家族の健康相談
・療養生活や介護方法の指導

介護指導や相談

市立米谷病院訪問看護ステーション

　　　　　　　　緯0220（42）2007

市立豊里病院訪問看護ステーション

　　　　　　　　緯0225（76）5630

訪問看護ステーションふれあいなかだ

　　　　　　　　緯0220（35）2656

①申し込み
　本人または、家族の人がかかりつけの医師やケアマネージャーを通して申し込んでください。
②訪問看護指示書の依頼
　本人または、家族の人から主治医に依頼することも可能です。
③サービス内容の確認
　ケアマネージャーを入れたケア会議を開催し、具体的な看護の内容を、本人や家族の人と確認
　します。
④訪問看護サービスの開始
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居宅介護支援事業所

自宅 病院・医院

訪問看護ステーション
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指示・連絡・報告

受診・往診

訪問看護サービス


